
 

 

 

 

 
 

◆４月に引き続き、５月の定期更新は 

実施しません。 

現在有効である定期の有効期限をさらに 

無料で１か月延長します。 
 

定期ステッカーの有効期限が 
 

【４月】  の１か月定期→６月末まで有効 

【２～４月】の３か月定期→６月末まで有効 

【３～５月】の３か月定期→７月末まで有効 

【４～６月】の３か月定期→８月末まで有効 
 

既存のステッカーは剥がさずに引き続き

そのままご利用ください。 
 

◆新規に定期購入を希望されるお客様は、

窓口にお問い合わせください。 
 

なお、一時利用の取扱いは変更ありません。 
 

 

（一財）横浜市交通安全協会 
 

お問い合わせは…コールセンター ☎0120-671-577 

緊急事態宣言に伴う５月の 

定期販売について（お知らせ） 


